
 

 

うるま市立学校給食センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  

  令和８年７月６日 

うるま市長  中村 正人  

 

うるま市条例第３０号 

 

   うるま市立学校給食センター条例の一部を改正する条例 

 

第１条 うるま市立学校給食センター条例（平成１７年うるま市条例第７０号）の一部

を次のように改正する。 

 

  第２条の表中 

 「 

うるま市立学校給食センター第一調理

場 

うるま市字田場７０９番地の１ 

うるま市立学校給食センター第二調理

場 

うるま市字田場８５０番地 

うるま市立石川学校給食センター うるま市石川赤崎一丁目３番２号 

                                     」を 

 「 

うるま市立学校給食センター具志川調

理場 

うるま市字田場７０９番地１ 

うるま市立学校給食センター第二調理

場 

うるま市字田場８５０番地 

うるま市立学校給食センター石川調理

場 

うるま市石川２２０１番地 

                                     」に 

改める。 

 

第２条 うるま市立学校給食センター条例の一部を次のように改正する。 

 

  第２条の表中うるま市立学校給食センター第二調理場の項を削る。 



 

 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日

から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日から起算して３年を超えない範囲

内において規則で定める日から施行する。 

 


